
 
 
 
 
 
 
 
 
 昆虫の生態を詳細に記した「昆虫記」で知られているファーブルが後世に残る成果を挙げられ

たのは「自分の目で観察し、仮説を立て、実験によって確かめる」という研究姿勢を貫いたからで

す。また、今日の天気予報が高い精度で私たちの生活を支えているのは、長い年月にわたって気

温や風・雲の動きなど、大量の観測データを蓄積し分析した結果です。どちらも観察を積み重ね

てきた賜物と言えます。 

 観察とは、ただ眺めることではありません。視野として、一部を詳細に見ることもあれば、遠く

から全体を見ることもあります。時間として、一瞬の動きを捉えることもあれば、長時間の流れを

見ることもあります。こうして、自分の発想で観察方法を切り替えることで、同じものでもより多

くの情報を得ることができます。 

 観察力はあらゆる場面で役に立ちます。交通の場面においては、周囲の車や歩行者、ミラーに

映るものを観察することで、数秒後に起こりうる状況を予測し、事故を防ぐことができます。スポ

ーツにおいては、相手の重心の位置や目線、動きの癖を観察できれば、次のプレーに素早く対応

することができます。また、自分のプレーを撮影し、客観的に自分の動きを観察することで改善

点を見つけることもできます。人間関係においても、相手の表情や言葉、反応を観察することで、

相手の気持ちをより深く理解することができるようになります。 

 試合や試験などの「本番」を迎えたとき、腕力や知識をその場で増やすことはできませんが、観

察によって得た情報を分析することで、自分の力を最大限に発揮できる可能性があります。また、

その情報から自分の新しい考え方を取り入れることができ、更なる成長へとつなげることができ

ると思います。  

 夏休みにさまざまな経験を通して観察力を磨いてほしいと思います。保護者や地域の皆様には、

その経験を援助していただければ幸いです。 

 

 

 
私が高校生の頃、友人と海へ出かけたことがありました。海上に浮かぶブイを目標に泳いでい

くと、思った以上に深く、まったく足がつかないことに急に恐怖を覚えました。慌てて浜へ戻ろう

と必死に泳ぎましたが、陸に近づけずパニックになりかけました。覚悟を決め、全力で泳ぎ続け、

なんとか戻ることができました。今でも「死を感じた瞬間」として強く記憶に残っています。 

夏になると、海やプール、川など水辺へ出かける機会が増えます。そして、毎年のように悲しい

水の事故が報道されます。警察庁の「令和７年夏期における水難の概況」によると、昨年の水難事

故は４４６件、水難者は５３５名、死者・行方不明者は２４１名にのぼりました。水辺の楽しさの裏側

には、常に危険が潜んでいることを忘れてはなりません。子どもたちには、楽しい夏を過ごし、元

気に２学期を迎えてほしいと願っています。そのためにも、大人たちは危険箇所の確認など事故

防止の配慮を欠かさず、子どもたちの安全を見守っていただきたいと思います 
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第４８４号(１) 令和８年７月発行 

観察力～周りを見る～ 

安全があっての楽しい思い出～水難事故ゼロへ～ 
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時代を担う青少年の育成は、社会全体で取り組むべき課題です。社会が一体となった青少年

の被害・非行の防止のための積極的な取り組みを進めることが必要です。 

今後の幸せな人生のために 

～闇バイトで人生を棒に振らないために知っておくべき５つのこと～ 

警察庁・文部科学省・子ども家庭庁 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊｢怪しい｣｢まずい｣と思ったら、すぐに周りの信頼できる大人や警察に相談してください。 

発行番号は昭和６１年初号からの通算番号です。 
http://www.pref.yamanashi.jp/police/p_syonen/shonenkoho.html 

青少年の被害・非行防止全国強調月間  ７月１日～７月３１日 

最重点課題 インターネット利用におけるこどもの性被害等の防止 
 重点課題１ 有害環境への適切な対応 
 重点課題２ 薬物乱用対策の推進 
 重点課題３ 不良行為及び初発型非行（犯罪）等の防止 
 重点課題４ 重大ないじめ・暴力行為等の問題行動及びその被害への対応 
 重点課題５ 再非行（犯罪）の防止 

闇バイトに注意 

１．かならず捕まります 

逮捕されるまでこき使われます。強盗をして人が亡くなれば死刑か無期拘禁刑。見張り

役でも同罪です。闇バイトを他の人に紹介しただけでも捕まります。 

２．先輩、友達からの誘いでも応じてはいけません 

犯行グループは誰でもいいから身代わりとなる都合のいい使い捨てを求めています。お

金が支払われると思ったら大間違いです。未成年だから罪が軽いなんてことはありません。 

３．銀行口座やスマホを売ってはいけません 

通帳やキャッシュカードを売ることは犯罪です。二度と銀行口座を作れません。スマホや

ＳＩＭカードを勝手に売ることも犯罪です。 

４．外国に渡航すれば、二度と戻れなくなるかもしれません 

監禁され、暴力を振るわれることもあります。命を落とすかもしれません。 

５．今ならまだ引き返せます 

個人情報を送ってあなたや家族の安全を脅かされても、すぐに１１０番してください。 

警察はあなたと周りの方の安全を必ず守ります。 


